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第一第一第一第一    家畜排家畜排家畜排家畜排せつせつせつせつ物物物物のののの利用利用利用利用のののの目標目標目標目標     

 家畜排せつ物は、畜産経営から発生する副産物であり、肥料三要素、微量要素、

有機物等を多く含んでいることから、これまでも農産物および飼料作物の生産に

おいて有効的に利用されてきたところであるが、今後も、農業生産力の維持・増進

を図る上で極めて大きな役割が期待されている。 

 しかしながら、本県においては、近年における１戸あたりの飼養規模の拡大・家

畜の高能力化等により、家畜排せつ物の発生量が著しく増大してきており、自己

経営内における家畜排せつ物の利用が困難になりつつある。 

 さらに今日、環境問題・有機農産物に対する県民の意識の高まりから、野積み・

堆肥盤等の不適切な管理方法を改善するとともに、有機資源としての有効利用を

図っていくことが必要不可欠となっている。 

 このため、畜産農家はもとより、県・市町村・農業団体・耕種農家をはじめとする

関係者が一体となり、家畜排せつ物の利用の促進を図ることが畜産の健全な発

展を図っていく上で大変重要となっている。 

（１）畜産経営の現状  

 本県の畜産は、県民の食生活の多様化等を背景として、農業基

本法のもと農業の重要な一部門として着実に生産額を伸ばしてきた。

近年の畜産粗生産額は、5,232,000 千円で、農業粗生産額に占め

る割合も８％前後で推移している。 

 近年、畜産農家戸数は、後継者不足等により減少しているものの

１戸あたりの飼養頭羽数は横ばいから増加傾向にある。  



 

家畜飼養頭羽数および農業粗生産額の推移  

 

１戸あたり家畜飼養頭羽数  

 

  
乳用牛 

(頭) 

肉用牛 

(頭) 

豚 

(頭) 

採卵鶏 

(羽) 

肉用鶏 

(千羽) 

農業粗生

産額 

(100 万

円) 

畜産粗生

産額 

(100 万

円) 

占める

割合 

(％) 

昭和４５

年  6.3 3.0 35.5 140 4.9 37,984 3,611 9.5 

  ５０  15.0 16.4 89.1 795 8.2 66,881 7,201 10.3 

  ５５  24.2 31.6 132.5 1,484 15.0 54,392 7,817 10.7 

  ６０  28.8 41.9 230.0 3,776 30.7 83,840 8,653 10.3 

平成 元

年  32.0 42.4 310.7 4,589 22.9 78,869 6,660 8.4 

   ５  37.2 46.9 356.5 11,343 24.7 73,831 5,658 7.7 

   ８  40.3 55.6 613.3 12,300 27.8 69,844 5,517 7.9 

（２）家畜排せつ物の現状と課題  

 本県における家畜排せつ物の発生量は、平成１１年度現在約１４６千トンと推定

される。  

畜種別排せつ物量（平成１１年度）  

（トン） 

畜   種 計 糞 尿 

乳 用 牛 

肉 用 牛 

豚 

採 卵 鶏 

肉 用 鶏 

４４，０１９ 

５０，３３５ 

１４，２８６ 

２９，５０２ 

 ７，４７８ 

３４，１１９ 

３６，６２２ 

 ５，００２ 

２９，５０２ 

 ７，４７８ 

 ９，９００ 

１３，７１３ 

 ９，２８４ 

     － 

     － 

合   計 １４５，６２０ １１２，７２３ ３２，８９７ 

 これに対して、家畜排せつ物の処理状況は下表のように見込まれ

る。  



 

家畜排せつ物の処理状況（平成１１年度）  

（トン） 

  処理形態 実 量 

堆肥舎 

強制発酵施設 

乾燥施設 

その他 

１９，８０２ 

７２，０５０ 

６，９１９ 

２６，５７６ 
糞 

小計 １２５，３４７ 

貯留槽 

液肥化施設 

浄化処理 

その他 

８，５２８ 

１，３９６ 

１０，３５０ 

０ 
尿 

小計 ２０，２７４ 

合 計 １４５，６２１ 

 平成１１年度における家畜排せつ物利用量は、浄化処理により肥料として利用さ

れない量を除き、生利用も含めて約１３５千トンが利用されており、利用率は約９

２％となっている。  

（３）家畜排せつ物の利用目標  

 今後１０年間における本県畜産については、平成９年１２月に策定

した福井県新長期構想および平成８年度の酪農・肉牛生産近代化

計画等を踏まえると、今後とも、家畜の飼養頭羽数の維持ないし増

加が見込まれている。 

 このことから、平成２０年度における家畜排せつ物の排出量は、こ

のような飼養動向の推移および家畜能力の向上等を見込むと、約

１９８千トンと推定される。 

 さらに、今後の本県における草地の整備、有機農業等による高付

加価値農産物生産に対する関心の高まりなどにより、たい肥に対

する需要の拡大が見込まれることから、平成２０年度における家畜

排せつ物の利用目標は、浄化処理を除いて約１８５千トンと推定さ

れる。 

 この利用目標は、家畜排せつ物量全体の９３．２％となる。 

 今後、家畜の飼養頭羽数や農地面積の伸びが期待されることや

「持続性の高い農業生産方式の導入促進に関する法律」が施行さ

れたことから、土づくりに対する関心が高まること等から、生産され

たたい肥を積極的に耕種農家で利用するものとする。  



 

家畜排せつ物の処理状況（平成２０年度）  

（トン） 

  処理形態 実 量 

堆肥舎 

強制発酵施設 

乾燥施設 

１８，８０５ 

１４４，２０６ 

９，３３９ 
糞 

小計 １７２，３５０ 

貯留槽 

液肥化施設 

浄化処理 

１０，８６８ 

１，６０９ 

１３，４５０ 
尿 

小計 ２５，９２７ 

合 計 １９８，２７７ 

第二第二第二第二    整備整備整備整備をををを行行行行うううう処理高度化施設処理高度化施設処理高度化施設処理高度化施設のののの内容内容内容内容およびそのおよびそのおよびそのおよびその他他他他のののの処理高度化施設処理高度化施設処理高度化施設処理高度化施設のののの整備整備整備整備

にににに関関関関するするするする目標目標目標目標     

（１）本県における施設整備の現状   

 本県においては、従来から県下を農業改良普及組織単位で７地域に区分して、

当該地域単位毎に畜産振興を図ってきたところである。  

 施設整備の現状は、平成１１年度現在、個人施設についてはたい肥舎が３８カ

所、強制発酵施設（撹拌装置等を付設した施設）が７４カ所、乾燥施設が１５カ所な

どとなっている。 

 また、共同施設については、たい肥舎が１カ所、強制発酵施設５カ所である。  

 近年、市町村が設置し農協が運営を行うような広域たい肥センターが２カ所設置

されるなど、たい肥の有効利用に対する取り組みがなされてきており、こうした広

域たい肥センターを中心としてたい肥の流通・利用が図られている事例もみられる。  

 その反面、野積みが２７カ所・たい肥盤についても１２カ所見受けられ、これらに

ついては早急に施設整備を行う必要がある。  

（２）各地域における施設整備の方向  

 （ア）高志地域  

 高志地域については、福井市を中心に住宅との混住化が進んでいる。一方では、

軟弱野菜を中心としたハウス栽培にたい肥を積極的に活用しており、たい肥利用

については関心の高い地域である。 

 今後とも、ハウス園芸を中心として、質の高い農業の普及・定着によりたい肥の

需要増加が見込まれることから、施設整備に当たっては、混住化を考慮して悪臭・

ハエ等の環境問題や汚水処理に配慮した施設整備を行うものとする。  



 （イ）坂井地域  

 坂井地域については、本県の家畜飼養密度の最も高い地域で畜産農家の飼料

畑保有面積も大きく、また、県下最大の水田・畑作地帯でもある。近年、堆肥を利

用した土づくりに対する関心が高まっており、今後たい肥の利用拡大が見込まれ

ている。 

 なお、当地域は比較的規模の小さい個人経営も多いことから、個人での施設整

備を行う場合には、過剰投資にならないよう配慮するものとする。  

 また、畜産農家が比較的近隣に立地していることから、共同処理施設の整備も

考慮するものとする。  

 （ウ）奥越地域  

 奥越地域については、乳用牛・養鶏を中心に公共事業により畜舎・たい肥センタ

ーの整備が進んでいる反面、事業に参加しない畜産農家については、たい肥化施

設の老朽化等により一時的に不適切な処理を行わなければならない畜産農家も

ある。 

 今後、このような畜産農家については、既存施設を活用しながら施設整備を行う

ものとする。 

 また、個人施設整備に支障がある場合は、共同施設整備も考慮した施設整備を

行うものとする。  

 （エ）南越地域  

 南越地域については、肉用鶏を除く各畜種が広く点在し、畜産農家の平均年齢

も若く、家畜排せつ物処理に対する関心も高い地域である。施設整備については、

少数の小規模農家を除いて比較的進んでおり、良質たい肥の供給できる体制で

ある。 

 今後は、小規模農家の施設整備を中心に行うものとする。  

 （オ）丹生地域  

 丹生地域については、畜産農家は少ないが施設整備が比較的進んでいる。 

 しかし、施設の老朽化が目立ち始めており、施設の老朽化に伴いたい肥の品質

も不揃いであるため、たい肥の流通に支障をきたしている農家がある。 

 今後は、品質向上のための施設整備を中心に進めていくものとする。  

 （カ）二州地域  

 二州地域については、乳牛を中心に家畜飼養頭羽数の多い地域であるが、施

設の整備が遅れており、他地域と比べても不適切な処理を行っている農家が多い。 

 この地域は、比較的農家が隣接しているため共同処理施設整備を考慮しながら

施設整備を進めていくものとする。 

 また、たい肥化施設を保有しているにもかかわらずたい肥の品質が悪く、耕種農

家との連携が図れない小規模農家もあるため、たい肥品質向上のための施設整

備も併せて進めていくものとする。  



 （キ）若狭地域  

 若狭地域については、小規模農家が点在しており、施設整備が遅れている地域

である。今後、個人の施設整備を促進する必要があるが、施設整備を行う場合に

は過剰投資にならないように配慮しながら進めていくものとする。  

（３）整備を行う処理高度化施設の内容  

   本県において整備を行う処理高度化施設の内容は  

   （ア）処理の効率化、低コスト化  

   （イ）適切な施設規模の確保  

   （ウ）地域環境への配慮  

   （エ）堆肥利用の拡大  

   等を図る観点で整備することとし、その具体的な内容は以下のとおりとする。  

 （ア）処理の効率化、低コスト化  

 本県では、飼養規模の拡大に見合った施設整備が伴わなかったことなどから、

一部において家畜排せつ物処理過程として野積み等が行われてきた。 

 さらに、たい肥の品質に対する関心の低さから撹拌装置等の強制発酵等の施設

を有している農家は、全体の３５．０％に留まっている。 

 このため、野積み等の不適切な処理を早急に改善し、良質なたい肥を生産する

ことが重要となっていることから、撹拌装置や送風装置を付設した処理施設整備

を主体とした整備を推進するほか、地域の実情を加味しながらたい肥舎等の簡易

処理施設の整備も併せて推進する。 

 また、今後施設を整備するにあたり、たい肥の生産効率を考慮して共同利用施

設の整備を推進していくが、良質たい肥を生産する上で搬入する家畜排せつ物の

水分調整等が重要となってくることから、必要に応じて個々の農家に一次処理施

設も整備するものとする。  

 一方、尿やスラリーについては浄化処理あるいは液肥化処理等適切な処理を行

うことにより、河川放流・農地還元を実施するものとする。  

 （イ）適切な施設規模の確保 

 本県農業は、稲作が主体となっており肥料の施用時期は基本的に春と秋に集中

する傾向にある。 

 従って、新たに整備するたい肥舎だけでなく既存の施設を再整備するにあたって

は、たい肥化に要する期間を含めて、少なくても６ヶ月分のたい肥が処理・保管で

きるような容量を持った施設規模を確保するよう努めるものとする。  

 （ウ）地域環境に対する配慮  



 「福井県公害防止条例」によりふん尿処理施設は悪臭に係る特定施設であり、

県下全域で特定施設からでる臭気については「臭気指数１８以下」という規制が設

けられている。 

 また、「水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例」に

より排水基準のＢＯＤ・ＳＳについて上乗せ規制がされているため、施設整備にあ

たりこれら関係法規を遵守するものとする。  

  （エ）堆肥の利用拡大  

 近年の有機農業に対する関心の高まりや減化学肥料栽培の定着により、家畜

排せつ物は本県農業において貴重な有機資源となりつつあるが、耕種農家にお

いては、その適切な施用量を把握できないため、たい肥の成分分析に対するニー

ズが極めて高い。さらに、肥料取締法の一部改正によりたい肥の成分表示制度が

導入されたところであり、畜産サイドとしても本制度に的確に対応する必要がある。   

本県においては農業試験場において分析体制が整っているが、今後、畜産試験

場等にも分析機器の整備を図り畜産農家・耕種農家からの分析依頼に迅速かつ

的確に対応できる体制整備を図るものとする。 

 また、取り扱いの不便さや散布に係る労働力不足、作物別に応じた肥料効果が

不確実なことなどから利用の拡大が進んでいない面がある。 

 こうした耕種農家の多様なニーズに対応するため、たい肥センター等の共同施

設を中心にペレット形成機、各畜種のたい肥をブレンドするための混合機の整備

を図るとともに、散布作業の省力化・効率化のためのマニュアスプレッダー等の導

入を図ることが望ましい。  

（４）施設の整備目標数 

 本県の平成２０年度における水田・普通畑等の増加を考慮し、たい肥の利用目

標を算定すると、約５５０千トンとなりたい肥供給可能量１３８千トンと比較しても供

給不足となるため、耕種農家に対して効率的にたい肥を供給するものとする。 

 今後施設整備を行うにあたり、生産されたたい肥の効率的な流通を図ることを目

的に、畜産農家・耕種農家間での営農集団を組織し、その組織に対して計画的施

設整備を行うものとする。 

 また、生ゴミ等の地域有機資源を含めて処理できる体制の整った地域について

は、家畜排せつ物と合わせた地域有機資源リサイクルが行える大規模施設の整

備も併せて行うものとする。 

 野積み・素堀り等の不適切な処理については、平成１６年１０月末日までに解消

する必要があることから、既存の施設での処理過程でたい肥盤・野積み等の不適

切な処理が生じている農家に対しても施設整備を進めるものとする。 

 その必要最小限の整備目標数をとりまとめると以下のとおりである。 

 なお、大規模施設は広域たい肥センターを、中規模施設は畜産農家を含む営農

集団とする。  

今後の施設整備状況（平成１６年目標）  
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 以上のような整備目標数を達成するため、営農集団等の共同施設については公

共・非公共事業等の国庫補助事業を、立地条件等地域の実情により共同組織を

組めない畜産農家に対しては、制度資金・リース事業等を活用し施設整備に努め

るものとする。 

  また、既存施設の老朽化等により処理能力が低下して、より高品質なたい肥を

求める耕種農家のニーズに対応できない施設についても、機能向上を図ることを

目的に補助事業等を積極的に活用するものとする。  

第三第三第三第三    家畜排家畜排家畜排家畜排せつせつせつせつ物物物物のののの利用利用利用利用のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする研修研修研修研修のののの実施実施実施実施そのそのそのその他他他他のののの技術技術技術技術のののの向上向上向上向上にににに関関関関

するするするする事項事項事項事項     

（１）技術の研究開発等の推進  

 本県におけるたい肥の利用促進に関する試験研究は、県畜産試験場を中心に

実施されている。これまで、微生物資材を使った悪臭低減技術、脱臭装置の開発

等の研究開発を進めてきたところである。さらに、これらの研究開発に加え、迅速

なたい肥の成分分析・たい肥化の促進に関する試験研究の要望が強く、今後これ

らの課題に対応するための技術開発を推進するものとする。  

（２）指導体制の整備  

 本県においては、家畜保健衛生所・農業改良普及組織を中心に処理・利用等に

関する指導を行ってきた。今後も、これら機関の職員が指導に当たることから、国

等が開催する研修会・講習会に積極的に参加することにより本県における中核的

な指導者の養成を図るものとする。また、県段階でこれら指導者を中心として、市

町村・農協・関係団体等の職員を対象とした研修会を開催し、知識および技術の



高度化・統一化を図るものとする。 

 これらを踏まえて、地域ごとの畜産農家に対する指導・技術普及を行う。  

（３）畜産農家による技術習得  

 畜産農家は「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の

主旨を遵守し、資源としての家畜排せつ物の利用を促進するため、用途の拡大・

たい肥の品質の向上に努めるものとする。 

 特に近年、家畜飼養段階において飼料給与方法の改善による窒素やリン等の

排出量の削減、微生物資材や鉱物資材等の悪臭低減・たい肥化促進等の効果の

ある副資材の利用、戻し堆肥の活用などの技術が普及してきたことから、これら技

術を積極的に取り入れるものとする。  

第四第四第四第四    そのそのそのその他家畜排他家畜排他家畜排他家畜排せつせつせつせつ物物物物のののの利用利用利用利用のののの促進促進促進促進にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな事項事項事項事項     

（１）家畜排せつ物の需要拡大  

 畜産農家は、家畜排せつ物の利用促進を図るため、耕種農家等の堆肥に関し

ての需要動向の把握に努めるとともに、必要な情報およびサービスの提供に努め

る必要がある。 

 こうした畜産農家の取り組みを支援する観点から、本県においては県関係機関

が協力し、たい肥マップ等の作成を行い必要な情報提供に努めるものとする。  

 また、畜産農家と耕種農家の連携強化によりたい肥の流通促進を推進する観点

から県たい肥センター協議会の設立に努め、農業団体等と連絡を密にし、積極的

に県内外の情報収集・交換を行うものとする。  

（２）自給飼料基盤の強化  

 自給飼料基盤の強化は、安定的な飼料確保ばかりでなく、畜産物生産費の低減

につながり今後の健全な畜産経営を維持していく上で必要不可欠であるばかりで

なく、家畜排せつ物の有効利用の観点からも重要である。 

 今後とも、公共事業等を活用して、飼料畑の拡大・自給飼料の増産に努めるも

のとする。  

（３）関係者の知識の普及・啓発  

 家畜排せつ物の利用促進を図ることは、本県農業の土づくりを推進するとともに、

農業における化学肥料・農薬等の使用低減を図り、本県農業において持続性の

高い農業を普及定着していく上できわめて大きな意義がある。 

 また、近年ダイオキシンによる環境汚染が社会的な問題となる中、家畜排せつ

物や生ゴミ等の地域有機資源を一体的にたい肥化処理し農産物生産に利用する

取り組みが増えつつある。 

 本県においても、畜産農家、耕種農家はもとより、環境部局と連携を取りながら

地域住民の理解と協力が得られるよう必要な情報交換を行い、このような取り組

みが一層円滑に推進されるよう努めることとする。  


